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介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
要
件
に
関
す
る
質
問
主
意
書

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
二
年
法
律
第
三
〇
号
）
第
四
〇
条
第
二
項
第
一
号
に
介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験

要
件
と
し
て
、
「
三
年
以
上
介
護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
者
」
と
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

受
験
要
件
中
、
「
介
護
等
の
業
務
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
等
」
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

二

介
護
福
祉
士
試
験
の
受
験
要
件
に
、
な
ぜ
当
該
要
件
を
付
す
の
か
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


